
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜面に所定間隔をおいて複数個設置された検出部と、これらの検出部を通過して配設さ
れた光ファイバと、この光ファイバ内に伝送される光信号の損失を測定する光ファイバ伝
送損失測定器とを具えた斜面変状の検出装置であって、
　前記検出部が、斜面変状による検出部の相互位置の変化に伴ない光ファイバに伝送損失
を発生させる伝送損失発生機構と、この光ファイバを損失発生前の状態に復帰させる伝送
損失復帰機構とを具え、
　

　
たことを特徴とする斜面変状検出装置。

【請求項２】
　前記付勢機構が、常に一定の大きさの弾性復帰力を供給する定荷重ばねである請求項
記載の斜面変状の検出装置。
【請求項３】
　前記検出部内に位置する光ファイバを伸張させる伸張機構が設けられた請求項１

に記載の斜面変状の検出装置。
【発明の詳細な説明】
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前記伝送損失発生機構は、その一端が隣接する検出部に固定されたワイヤと、このワイ
ヤの他端が巻き付け固定されワイヤの引き出し長さに応じて回転される回転体と、この回
転体の回転面に設けられ回転体の回転に伴ない光ファイバを変形させる係合部とを具え、

前記伝送損失復帰機構は、前記回転体にワイヤによる回転方向とは逆方向の回転力を付
与する付勢機構を具え

１

または
２



【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光ファイバを用いて、地すべりや斜面崩壊などによる斜面変状の発生箇所の
検出およびその変位を測定する斜面変状の検出装置に関し、更に詳しくは、斜面変状の検
出後に、再び検出可能な状態に光ファイバを復帰させることができる検出装置に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、地すべりや斜面変形、崩壊などに伴う斜面変状を把握するために各種の検出装置が
用いられている。すなわち、このような斜面変状が予想される危険な箇所を予測して伸縮
計や傾斜測定器といった測定装置を予め設置しておき、斜面変状が生起した場合に、伸縮
計によって斜面変状の変位量を測定したり、傾斜測定器によって斜面の傾斜変動を測定し
たりする手法が多用されている。
【０００３】
しかしながら、これらの従来の測定手法では、個々の測定装置による測定範囲が限定され
ているので、広範囲におよぶ観測領域を対象とする場合には、多数の測定機器と、これら
の測定機器から監視所までの多数の回線が必要となり、費用が嵩むとともに、長期にわた
る観測を行なうときには、保守の手間が掛かり維持管理が困難であるという問題が生じた
。
【０００４】
そこで最近これらに代わる計測手法として、光ファイバを用いた斜面変状の検出装置が提
案されている。この光ファイバは、微少の曲げを受けても、その光信号の伝送損失が変化
する伝送損失特性を有している。そこで、この検出装置では、この光ファイバを斜面変状
が予想される箇所を通過させて線状に敷設し、その伝送損失が少ない状態にしておき、斜
面変状が生起した場合に、この斜面変状に連動して光ファイバが変形されたことを、この
変形に伴なう伝送損失を計測することにより、光ファイバを変形させた原因である斜面変
状を検出する構成とされている。このため、このような光ファイバを用いた検出装置によ
れば、線状の観測領域が確保され、少数の測定機器でも観測領域を拡大できることから、
上記の問題が解消され初期の目的は一応達成されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の検出装置においては、斜面形状の変化に伴う変位を検出した後に、
その検出装置を、検出前の初期状態に復帰させる機構などの点で構造上の問題が残されて
いた。すなわち、従来の検出装置には、一旦、斜面変状に伴なって光ファイバが変形され
た場合に、光ファイバを検出前の状態に復帰させる機構が具えられていなかった。このた
め、このような光ファイバを検出前の状態に復帰させるためには、光ファイバを再び設置
しなおして、斜面変状後の地形に適合させながら光ファイバの変形を解除させることにな
り、検出装置の新規な設置と同様な手間や設置コストが掛かる不具合が生じた。特に、例
えば検出装置の観測箇所に部分的な斜面変状が頻繁に生起する場合には、このような再設
置が間に合わずに観測が途切れたり、観測コストの上昇を招いたりすることになる。
【０００６】
そこでこの発明は、前記のような従来の問題点を解決し、観測箇所での光ファイバによる
斜面変状を検出した後に、この光ファイバを再び検出可能な状態に復帰させ、同一の観測
箇所での繰り返し測定を可能にして長期にわたる観測が行なえる検出装置を提供すること
を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、請求項１の発明は、斜面に所定間隔をおいて複数個設置され
た検出部と、これらの検出部を通過して配設された光ファイバと、この光ファイバ内に伝
送される光信号の損失を測定する光ファイバ伝送損失測定器とを具えた斜面変状の検出装
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置であって、前記検出部が、斜面変状による検出部の相互位置の変化に伴ない光ファイバ
に伝送損失を発生させる伝送損失発生機構と、この光ファイバを損失発生前の状態に復帰
させる伝送損失復帰機構とを具え、

たことを特徴とする。
【０００９】
　請求項 の発明は、請求項 において、前記付勢機構が、常に一定の大きさの弾性復帰
力を供給する定荷重ばねであることを特徴とする。
【００１０】
　請求項 の発明は、請求項１ において、前記検出部内に位置する光ファイバを
伸張させる伸張機構が設けられたことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
この発明の一実施の形態を、添付図面を参照して説明する。図１は、検出装置の全体構成
を示す図であり、図２は、検出部の構成を示す平面図であり、図３は、検出部の側面図で
ある。
【００１２】
この検出装置１は、図１に示すように、計測対象とされた斜面に互いに所定間隔をおいて
杭２が設置され、これらの杭２に検出部３が固定され、これらの検出部３を通過して１本
の光ファイバ４が設置され、これらの検出部３には、隣接する検出部３同士を結んで配置
されたワイヤ５を用いて、斜面の変状に伴ないその影響を受けた検出部３の光ファイバ４
を部分的に変形させて光信号の伝達損失を発生させる伝送損失発生機構６Ａと、この伝送
損失発生機構６Ａにより変形された光ファイバ４を損失発生前の状態に復帰させる伝送損
失復帰機構６Ｂと、検出部３間のワイヤ５の長さを調節して伝送損失発生機構６Ａによる
光ファイバ４の変形を調整する調節機構７とが設けられ、この検出部３によって光ファイ
バ４に発生させた伝送損失の位置を計測することにより斜面変状を計測する伝送損失測定
器８が、光ファイバ４の一端に接続されて設けられている。
【００１３】
すなわち、計測対象の斜面としては、例えば地すべりの発生が予測される地山の斜面が選
択され、この斜面に複数の検出部３を設置するための杭２が、互いに所定間隔をおいて、
単列状に設置されている。これらの各杭２は、検出部３を保持できる充分な強度を有した
パイプ状部材を直立させて設置され、斜面変状による設置された位置の変更以外は、その
設置された位置が移動しないように、その基部が充分な深さに埋設されている。各杭２は
、その杭２同士の間に植生した樹木などの妨害物を回避するために、すべての杭２が一直
線上に揃うように設置されてはいないが、不規則でも一定の方向に進むように設置されて
いる。これらの各杭２の斜面より突出された上部には、斜面の地表面から所定距離だけ離
れるように検出部３が固定され、検出部３同士の間にある地表面の凹凸や草花などに拘わ
りなく、検出部３同士の直接的な連絡を可能としているとともに、地表面から影響を減少
させて野外に設置された検出部３が安定して動作できるようにしている。
【００１４】
なお、検出部３同士の間に位置されるワイヤ５、光ファイバ４は、耐候性に優れ安価な合
成樹脂製の保護パイプ９内に収納され、その周囲を覆われている。したがって、このよう
に保護パイプ９によって、ワイヤ５、光ファイバ４が外部に露出されていないことにより
、人間や動物などの接触や、降雪、風雨などの設置された周囲の自然環境から、ワイヤ５
、光ファイバ４が保護されるので、検出装置１の誤検出を防止することができる。
【００１５】
この検出部３は、図２および図３に示すように、長箱状のケース１０内に、光ファイバ４
の中間部と、この光ファイバ４の中間部を斜面変状に伴ない変形させる伝送損失発生機構

10

20

30

40

50

(3) JP 3713539 B2 2005.11.9

前記伝送損失発生機構は、その一端が隣接する検出部
に固定されたワイヤと、このワイヤの他端が巻き付け固定されワイヤの引き出し長さに応
じて回転される回転体と、この回転体の回転面に設けられ回転体の回転に伴ない光ファイ
バを変形させる係合部とを具え、前記伝送損失復帰機構は、前記回転体にワイヤによる回
転方向とは逆方向の回転力を付与する付勢機構を具え
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６Ａと、光ファイバ４を損失発生前の状態に復帰させる伝送損失復帰機構６Ｂと、検出部
３間のワイヤ５の長さを調節する調節機構７とを収納した構成とされている。
【００１６】
この光ファイバ４は、光ファイバ・ケーブルなどが用いられ、その芯部が光信号を伝送す
る超高透明度が確保された伝送部とされ、その外周部が合成樹脂皮膜などによって着色さ
れて被覆され、伝送損失発生機構６Ａにより屈曲される程度に柔軟な可撓性を有している
。
【００１７】
ケース１０は、略直方体状に形成され、その長手方向を光ファイバ４が延在された方向に
沿った方向に向けて、杭２に固定されている。このケース１０は、長板形状に形成された
底板１０ａと、この底板１０ａに対応する部分が開口された長箱状のケースカバー１０ｂ
とから形成され、このケースカバー１０ｂは金具を用いて、底板１０ａに簡易に取り外し
可能に固定されている。したがって、ケースカバー１０ｂを取り外すことにより、ケース
１０内に収納された光ファイバ４の中間部や伝送損失発生機構６Ａなどが底板１０ａ上に
設置された状態で外部に露出され、これらを充分に保守、点検や調整できるようにしてい
る。
【００１８】
伝送損失発生機構６Ａは、斜面変状に伴ないケース１０外に引き出されるワイヤ５と、こ
のワイヤ５の一端が予め巻かれその引き出されたワイヤ５の長さに応じた回転角度に回転
される回転体であるプーリ１１と、このプーリ１１の回転に伴ない光ファイバ４の中間部
を屈曲させるプーリ１１に立設された係合部である２つのロッド１２とを主体に構成され
、伝送損失復帰機構６Ｂは、このプーリ１１にワイヤ５による回転方向と逆方向に常に同
一の回転力を付与する付勢機構１３を主体に構成され、このワイヤ５の他端が固定されて
接続される隣りの検出部３には、このワイヤ５の固定位置を調整して検出部３間のワイヤ
長さを調節する調節機構７が設けられている。
【００１９】
このワイヤ５は、温度変化による伸縮量が小さいインバール製のワイヤ、または、ステン
レス製のワイヤが用いられ、所定径に形成されている。したがって、このワイヤ５には充
分な引っ張り強度が確保されているので、後述するように検出部３相互の距離が離れ、ワ
イヤ５に張力が増加して作用した場合にも、その伸量を少なくすることができる。このワ
イヤ５は、予め定められた固定長が確保されている。
【００２０】
このプーリ１１は、斜面変状に伴なうワイヤ５の引き出し長さに応じた所定の半径が設定
された円盤形状に形成され、そのプーリ１１の回転面が底板１０ａと平行となるように軸
支されている。このプーリ１１の外周には、ワイヤ５の一端が固定されて、所定回数、巻
き回されている。したがって、斜面変状に伴なって、その検出部３からワイヤ５が引き出
されると、その引き出された長さ分だけプーリ１１が回転される。
【００２１】
このようにワイヤ５をプーリ１１に所定回数、巻き回した構成としたことにより、ワイヤ
５に所定の予備の長さが確保されているので、検出部３の設置箇所の変更などによって検
出部３相互の間隔が広がって距離が増加した場合には、このプーリ１１からワイヤ５を巻
き戻してワイヤ５の予長を引き出すことにより、この距離の増加によるワイヤ５の長さが
不足した分を補充することができる。他方、検出部３相互の間隔が狭まった場合には、こ
の余分となったワイヤ５の長さをプーリ１１に巻き回してこの余剰分を吸収させることが
できる。したがって、長さが不足したワイヤ５に新たなワイヤを継ぎ足したり、余分なワ
イヤ５の長さ部分を切断して除去したりする手間が掛からないので、ワイヤ５の取り扱い
性を向上でき、検出部３の設置箇所の変更などに柔軟に対処することができる。
【００２２】
このプーリ１１の外部に開放された上側の回転面には、その回転軸を中心として、対称的
に２つのロッド１２が立設され、これらのロッド１２間を通過して光ファイバ４が設置さ
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れている。すなわち、これらのロッド１２は、丸棒状に形成され、光ファイバ４を押圧し
て屈曲できる充分な剛性強度が確保されるとともに、所定の張力を受けた光ファイバ４が
破断に至らない最小の曲げ半径よりも充分に大きな曲率半径が設定されている。各ロッド
１２は、プーリ１１の回転面における所定半径の円周と、その回転中心を通過する直線と
の交点に、直立して設置されている。したがって、これらの２つのロッド１２がプーリ１
１の回転に伴ない所定半径の周上を移動すると、ロッド１２がそれぞれ反対側から光ファ
イバ４の側面を押圧して、光ファイバ４を折損させることなく屈曲させることができる。
これに加えて、この構成によれば、単一のロッド１２によって光ファイバ４を変形させた
構成や、リンク機構によって光ファイバ４を同一方向に変形させた構成に比べて、２つの
ロッド１２が光ファイバ４に対して対称的に横切って同じ距離だけ移動し光ファイバ４を
対称的に変形させているので、これらのロッド１２による変形に対抗する光ファイバ４か
らの２つの反力が互いに打ち消すようになり、このように変形される光ファイバ４からの
反力を受けるロッド１２およびプーリ１１を保持する部材の負担が軽減され、この部材の
軽量化や耐久性の向上を図ることができる。各ロッド１２の先端には、ロッド１２の軸径
よりも大きな半径を有した円盤状の抜け止め部材１２ａがねじ止めされて設けられ、この
抜け止め部材１２ａによって、光ファイバ４がロッド１２の軸端から外れて抜けることを
防止している。
【００２３】
付勢機構１３は、定荷重ばね１３ａを用いた構成とされ、その回転出力軸がプーリ１１の
中心軸に接続され、ワイヤ５によりプーリ１１に加えられる張力とバランスさせて、この
ワイヤ５の検出部３から引出された長さに応じた回転角度位置にプーリ１１を安定させて
静止させるとともに、この引出された長さ分だけワイヤ５が検出部３内に戻されたときに
は、プーリ１１を初期の回転角度位置に復帰できるようにしている。
【００２４】
すなわち、この付勢機構１３は、幅広の帯状に形成された定荷重ばね１３ａを一方のドラ
ム状の原回転部材に巻き付けて配置するとともに、この定荷重ばね１３ａの先端を原回転
部材と並列に回転可能に設置されたドラム状の従回転部材に接続し、原回転部材から定荷
重ばね１３ａを引き出しながら、この定荷重ばね１３ａが反る方向に従回転部材に巻き付
けた構成とされている。この定荷重ばね１３ａは、その引き出されたストロークの全域に
渡って同じ力で引っ張ることができる構成とされているので、この定荷重ばね１３ａが引
き出されて巻き付けられた従回転部材を同一の回転方向に同一の回転力で回転させ、この
回転力を従回転部材の回転出力軸から取り出すことができる。
【００２５】
したがって、この付勢機構１３によって、プーリ１１を回転付勢して、このワイヤ５に適
度な張力を付与させているので、検出部３が設置された斜面の傾向によって、ワイヤ５に
より連結された検出部３，３を一組とすると、これらの各組が有した高度差が、それぞれ
異なっていても、両者３，３間のワイヤ５が弛むことを防止できるとともに、検出部３相
互の距離が離れた長さに応じて、ワイヤ５がプーリ１１に接続された検出部３側からワイ
ヤ５を引き出すことができる。すなわち、検出部３相互の距離が増加して、その一端がそ
れぞれの検出部３に接続されたワイヤ５の張力が増大したときには、付勢機構１３によっ
てプーリ１１に常に一定の回転力が付与されているので、この増加した張力が解消され、
従前の付勢機構１３による回転力とワイヤ５の張力が均衡した状態となるまで、プーリ１
１に巻かれたワイヤ５が巻き戻されて引き出される。この結果、検出部３から引出された
ワイヤ５の長さに正比例した回転角度位置にプーリ１１を静止して停止させることができ
る。他方、この状態で、この引出された長さ分だけワイヤ５が検出部３内に戻されたとき
には、付勢機構１３によってプーリ１１が回転付勢されているので、この長さ分だけプー
リ１１が逆回転され、プーリ１１をワイヤ５により回転される前の回転角度位置に復帰さ
せることができる。
【００２６】
この検出部３には、光ファイバ４の伸張機構１４が設けられ、この伸張機構１４により、
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少なくとも２つのロッド１２に掛けられる光ファイバ４の部分に所定の張力を付与して、
上記の伝送損失発生機構６Ａによって、光ファイバ４が屈曲される場合には、ロッド１２
による屈曲に追従できるように光ファイバ４の弛みを防止するとともに、上記の付勢機構
１３によってプーリ１１の回転角度位置が元に戻された場合には、光ファイバ４を屈曲さ
れた状態から元の伸びた状態に復帰させるようにしている。
【００２７】
この伸張機構１４は、光ファイバ４のロッド１２に掛かる直前の箇所をプーリ１１から離
れる方向に引っ張る一組のワイヤ部材１５，１６を、それぞれ独立して設けた構成とされ
ている。すなわち、ワイヤ５用のプーリ１１を挟んで、各ワイヤ部材１５，１６用のプー
リ１５ａ，１６ａが、底板１０ａに固定されている板状部材のブラケットに回転可能に設
けられ、これらのプーリ１５ａ，１６ａの下側には、それぞれ同軸状に固定されたドラム
に巻き回された定荷重ばね１５ｂ，１６ｂが設けられている。この一方のワイヤ部材１５
の一端部は、ロッド１２に掛かる前の光ファイバ４の箇所に締め付け金具１５ｃにより取
り付けられ、その他端部は、そのワイヤ部材１５の中間が一方のプーリ１５ａに巻き回さ
れて、他方のプーリ１６ａの下側に設けられた定荷重ばね１６ａの引き出された先端部に
接続され、他方のワイヤ部材１６もプーリ１１を挟んでこれと対称的に、金具１６ｃ、プ
ーリ１６ａ、定荷重ばね１６ａを配置して同様に用いた構成とされている。
【００２８】
したがって、巻き回された定荷重ばね１５ｂ，１６ｂの引き出された部分にワイヤ部材１
５，１６の一端が接続されているので、各ワイヤ部材１５，１６が引っ張られ、その他端
が接続されているロッド１２に巻き取られる光ファイバ４の部分をプーリ１１から離れる
方向に引っ張って、この部分に張力を付与することができる。各ワイヤ部材１５，１６お
よび各定荷重ばね１５ｂ，１６ｂを直線状に配置して接続する代わりに、そのワイヤ部材
１５，１６の中間にプーリ１５ａ，１６ａを介在させて、ワイヤ部材１５，１６を折り返
させた構成としているので、各定荷重ばね１５ｂ，１６ｂに充分な作動用の引出しストロ
ークの長さを確保することができ、プーリ１１に固定されたロッド１２による光ファイバ
４の位置の変化が大きくなっても、充分な余裕を持たせながら光ファイバ４に均一な張力
を与え続けることができる。
【００２９】
このように構成された伸張機構１４によって、光ファイバ４の屈曲される箇所を含めた部
分には、常に一定の張力を付与しているので、プーリ１１が所定角度に回転され、このプ
ーリ１１に設けられたロッド１２の位置が光ファイバ４に対して横切る方向に移動して光
ファイバ４が屈曲される場合にも、この位置が変更されたロッド１２に光ファイバ４を追
従させることができることになり、このロッド１２による光ファイバ４の屈曲角度が深く
鋭角となるまで、光ファイバ４を屈曲させることができる。他方、付勢機構１３によりプ
ーリ１１の回転角度位置が元に戻されて、ロッド１２の位置が元に戻った場合には、伸張
機構１４によって光ファイバ４に一定の張力が付与されているので、光ファイバ４を屈曲
された状態から元の伸びた状態に復帰させることができる。
【００３０】
これに加えて、この伸張機構１４によって緩み取りの張力が付与された部分以外の光ファ
イバ４の部分には、検出部３相互の距離とは関係なく余裕を持たせて、予備的な長さを確
保することができる。このため、この光ファイバ４の部分が他の部分からの影響を受けず
に済むので、光ファイバ４の取り扱い性を向上することができる。また例えば、伸張機構
１４の光ファイバ４に対する取付金具の取り付け箇所をずらすことによって、ロッド１２
により押圧されて屈曲される光ファイバ４の箇所が同一の箇所とならないように、定期的
な保守点検などのときに少しずつ、ずらして設定することも可能となり、光ファイバ４の
耐久性を向上できる。
【００３１】
なお、上記の付勢機構１３による回転力とワイヤ５による張力とをバランスさせる力の強
度は、この光ファイバ４の伸張機構１４による張力の強度よりも充分に大きな強度が確保
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された構成とされ、ワイヤ５の引出しによるプーリ１１の回転までの一連の連係した動作
に対して、伸張機構１４の動作による影響を最小限とさせて、検出部３の検出精度を充分
に確保するようにしている。
【００３２】
調節機構７は、ワイヤ５が引き出された側の隣りの検出部３に設けられ、この調節機構７
を介してワイヤ５の端部が隣りの検出部３に固定されて接続されているとともに、この調
節機構７によって、隣りの検出部３におけるワイヤ５の長さ方向に沿ったワイヤ５の取り
付け位置を調節可能にしている。すなわち、この調節機構７は、ワイヤ５の端部に設けら
れたリング部材５ａが、そのボルト部分に掛かり止めされたボルト部材２０と、このボル
ト部材２０の先端側が所定長さ貫通されて底板１０ａに固定されている板状部材のブラケ
ット１８と、このブラケット１８にボルト部材２０を貫通させて任意の長さ突出した状態
でねじ止め固定する１対のナット部材２１ａ，２１ｂとを有している。
【００３３】
このボルト部材２０は、その全長が後述する調節を行なうために充分な長さが確保され、
その先端からボルト頭部が設けられた基端にわたってねじ溝が形成されている。ボルト部
材２０は、その軸方向が、ワイヤ５が展設された方向に向くように、その先端側からブラ
ケット１８に設けられた貫通孔を貫通して、ブラケット１８に取り付けられ、ブラケット
１８から任意の長さ突出した状態でブラケット１８の両面からナット部材２１ａ，２１ｂ
に締め付けられて固定されている。したがって、ナット部材２１ａ，２１ｂによる締め付
け位置を変更することにより、ボルト部材２０のブラケット１８への長さ方向への取り付
け位置を変更でき、このボルト部材２０に接続されたワイヤ５における検出部３間の長さ
を調整することができる。
【００３４】
このように構成された調節機構７によって、ワイヤ５の固定端が、そのワイヤ５が伸ばさ
れた方向に沿った隣りの検出部３に対する取り付け位置を調整するようにしているので、
ワイヤ５の一端がそれぞれ接続された検出部３相互の距離に応じて、プーリ１１の回転角
度位置を所定の角度位置に微調節することができる。このため、斜面変状を検出する前に
は、プーリ１１を検出前の初期状態の角度位置となるように正確に位置決めして設定する
ことができる。これに加えて、斜面変状によって検出部３相互の距離が変化して、斜面変
状を検出した後の場合にも、検出部３を変状の検出前の初期状態に正確に復帰させること
ができる。すなわち、この調節機構７によって、変状の影響を受けた検出部３におけるワ
イヤ５の引き出し長さを従前の状態に戻して、プーリ１１の回転角度位置を初期の状態に
回復させ、光ファイバ４を屈曲される前の状態に復帰させることができる。
【００３５】
伝送損失測定器８は、ＯＴＤＲ（ Optical Time Domain Reflectometer）を用いた測定器
とされ、光ファイバ４の一端側に設置され、その光センサ部が光ファイバ４の一端に接続
されている。この測定器は、一般に光ファイバ４の製造、敷設および保守時などに、光フ
ァイバ・ケーブルの障害位置の検出、損失測定及び接続点における接続損失の測定を行う
ための装置であり、障害測定用の光パルスを測定対象の光ファイバ４に入射し、光ファイ
バ４内の障害点から戻ってくる反射光を検出して、その時間差から障害位置の距離を測定
する構成とされている。したがって、このように伝送損失測定器８として、ＯＴＤＲが用
いられているので、小型で安価な測定器にできるとともに、検出装置１の設置場所までの
搬送作業も容易に行なうことができる。
【００３６】
次に、この検出装置１の動作を説明する。すなわち、図４（ａ）に簡略化して示すように
、ある検出部３おいて斜面変状前の初期状態から、図４（ｂ）に示すように、斜面変状が
生起したことよってある隣接した杭２間の距離がα長さ分だけ増加すると、この距離の増
加に伴なって、プーリ１１にワイヤ５が巻き回されている検出部３においては、そのワイ
ヤ５がα長さ分だけ引き出される。このため、プーリ１１が回転され、このプーリ１１の
回転に伴ないプーリ１１に設けられた２本のロッド１２が周上を移動されて、光ファイバ
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４が最大では互い違いになるまで急角度に屈曲される。このように光ファイバ４の屈曲さ
れた２つの部分によって、この光ファイバ４に伝送される光信号に対して伝送損失が発生
する。斜面に沿って配置された光ファイバ４は連続した単一体であるので、この光ファイ
バ４に接続された伝送損失測定器８によって、光ファイバ４における損失が発生した位置
とその損失量が測定される。これらの位置検出および損失量によって、斜面の一部または
全体に生じた変位の発生位置と斜面の変位量を把握することができる。
【００３７】
この検出の際には、２つのロッド１２によって、光ファイバ４に互いに近接した位置のほ
ぼ等しい屈曲角度で、しかも互いに反対方向に屈曲されて形成された２つの屈曲箇所を形
成することができるので、単一の屈曲箇所よりも光伝送の損失量が増加されるとともに、
この伝送損失に明確な特徴が付加されることになり、損失の発生位置を確実に把握するこ
とが可能となる。なお、各検出部３における光ファイバ４の初期状態は、予めロッド１２
により浅く屈曲された状態とされ、斜面変状に伴ない屈曲を即座に進展させて増大させる
設定としているので、検出の感度が向上され、僅かな斜面変状でも、すみやかに検出する
ことができる。
【００３８】
次に、このような斜面変状が検出された後には、図４（ｃ）に示すように、ワイヤ５の他
端が接続された隣りの検出部３の調節機構７によって、その接続位置が上記のα長さ分だ
け検出部３に近づく位置に移動されて調節される。このため、このα長さ分だけ引き出さ
れたワイヤ５が検出部３内に戻され、これに伴ない付勢機構１３によってプーリ１１が逆
回転されて、ロッド１２の位置が元に戻りる。この結果、伸張機構１４により光ファイバ
４を伸張しているので、光ファイバ４の屈曲が解除されて、光ファイバ４が検出前の状態
に復帰され、この検出部３による斜面変状を再び検出することが可能となる。
【００３９】
なお、上記に加えて、斜面変状に伴ないワイヤ５が、上記の調節機構７による調節可能な
長さを越えて引き出された場合には、予めプーリ１１にワイヤ５を所定回数、巻き付けた
構成としているので、このプーリ１１からワイヤ５を巻き戻すことにより、調節機構７に
よる調節によってもワイヤ長さが足りない分を補充して、光ファイバ４を検出前の状態に
復帰させることができる。すなわち例えば、プーリ１１から一巻き分だけワイヤ５を巻き
戻し、次に調節機構７によって微調整することにより、プーリ１１を初期の回転角度位置
に設定して、光ファイバ４を検出が可能な状態に復帰させることができる。このように、
上記のいずれの場合にも、斜面変状を検出した検出部３を再度、その検出が可能な状態に
復帰させることができるので、この検出部３による同一の観測箇所の長期にわたる観測を
行なうことができる。
【００４０】
この検出装置１によれば、斜面変状に伴なう検出部３からのワイヤ５の引き出し量と、こ
の引き出し量に応じたプーリ１１の回転角度と、この回転角度に応じて位置変更されたロ
ッド１２による光ファイバ４の屈曲角度との関連性が明確なことにより、変位（ワイヤ５
の引き出し量）と光ファイバ４の伝送損失との関係が良好に直線的な関係となるので、こ
れらの関係性から斜面変状を正確に把握することができる。
【００４１】
この検出装置１においては、光信号を伝送する光ファイバ４をセンサとして用いているの
で、周囲の高電圧線や落雷などによる電磁ノイズなどのような電磁的な影響を受けずに済
み、斜面変状を検出する装置としての正確度や信頼性を向上できる。これらの検出部３が
それぞれ単一の連続した光ファイバ４を斜面変状に伴ない機械的に変形させる機構を設け
、この光ファイバ４の光信号の伝達状態をその一端に接続された計測器により計測した構
成としているので、各検出部３が設置された現場に電源や計測器が不要となり、設置や保
守するための作業を簡易化することができる。同様に、光ファイバ４の主要な構成部材と
されるガラス繊維は、電気信号を伝達するメタルケーブルの主要な構成部材とされる銅の
導体に比べてかなり軽いので、観測箇所への光ファイバ４の搬送や設置作業の負担が軽減
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される。
【００４２】
なお、上記の実施形態では、光ファイバ４を屈曲させて変形させる係合部を、回転体であ
るプーリ１１の回転面に突出して形成された２つのロッド１２により構成したが、これに
限られることなく、回転面に回転面を縦断する溝部や孔部を形成し、この溝部や孔部内に
光ファイバ４を通過して配置した構成としたり、回転面にカム溝部やカム突部を形成して
、カム溝部やカム突部に連係して駆動される従動部材により光ファイバ４を変形させる構
成としたりしてもよい。したがって、この前者の構成の場合には、溝部や孔部内に光ファ
イバ４が配置されるので光ファイバ４の保護が図れる一方、後者の構成の場合には、カム
溝部の深さやカム突部の突出高さを任意に設定して、またはカム形状を所定に設定するこ
とができるので、回転体の回転に伴なう光ファイバ４の変形量を自由に設定することがで
きる。すなわち要は、回転体の回転に連動して、その変形前の初期状態が略直線状に設置
された光ファイバ４を横切る方向に係合部を駆動する機構であればよい。
【００４３】
【発明の効果】
この発明は前記のようであって、請求項１の発明によれば、斜面変状による検出部相互の
位置の変位を検出した後に、伝送損失復帰機構によって、検出部の光ファイバに伝送損失
を発生させた状態を解除させて、再度初期設定の状態に検出部の光ファイバを復帰させる
ことが可能となる。このため、この検出部を用いた検出装置によって、同一の測定箇所に
おける長期にわたる繰り返し測定が可能になるという優れた効果がある。
【００４４】
　 の発明によれば、伝送損失発生機構が、斜面変状による検出部の相
互位置の変化に伴なって検出部から引き出されるワイヤにより回転体が回転され、この回
転体に設けた係合部によって変形部分を光ファイバに形成する構成としたことにより、こ
の光ファイバの変形量が斜面変状による検出部の相互位置の変化量と関連付けられるので
、この変形量に基づく光ファイバの伝送損失量を計測して斜面変状の有無を検出するだけ
ではなく、斜面変状を計量して把握することができる。これに加えて、伝送損失発生機構
が、斜面変状の変化量をワイヤを介在させて伝送損失発生機構に伝達するとともに、この
ワイヤにより変化量に対応した角度分だけ回転体を回転させて光ファイバを変形させる構
成としているので、検出部からのワイヤの引き出し長さを調節することによって、斜面変
状の検出前後における回転体の回転角度位置を任意に設定でき、検出部の調整作業が容易
化される。これとともに、リンク機構を用いた構成に比べて、光ファイバが変形される範
囲が回転体の回転面の近傍箇所に限定されるので、検出部全体の大きさがコンパクトにな
り、多数の検出部を設置する場合にこれらを設置する作業や故障などで検出部を交換する
作業に要する負担を軽減することができる。
【００４５】
　請求項 の発明によれば、付勢機構が定荷重ばねを用いた構成とされ、この付勢機構に
よって回転体にワイヤによる回転方向と逆方向となる一定の回転力を常時付与しているの
で、回転体がワイヤの引き出された長さに正比例した回転角度位置に停止させることがで
きる。このため、この斜面変状によるワイヤの引き出し長さに対応した係合部の変位量と
、この変位量に基づく光ファイバの変形量と、この変形量に基づく光ファイバの伝送損失
量との関連が明確になり、ワイヤの引き出し長さと伝送損失量との間に良好に直線的な関
係性を確立することができる。この結果、この伝送損失を計測する精度や信頼性が確保さ
れ、検出装置としての斜面変状を把握する性能を向上することができる。
【００４６】
　請求項 の発明によれば、上記の効果に加えて、伸張機構によって、検出部内に位置す
る光ファイバの部分を伸張させる張力が付与されているので、伝送損失発生機構により変
形された光ファイバが伝送損失復帰機構によって変形を解除された場合には、この部分が
直線状に伸張され変形前の状態に復帰させることができる。この伝送損失発生機構により
変形される部分に張力を付与させていることにより、この部分以外の光ファイバの部分が
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、変形される部分に対して影響を与えることが回避できるので、この部分以外の光ファイ
バの部分に予め予備的な長さを確保でき、光ファイバの取り扱い性を向上することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態を示し、検出装置の全体構成図である。
【図２】検出装置の検出部の平面図である。
【図３】検出部の側面図である。
【図４】この検出部の検出動作を説明し、（ａ）は、検出前の状態を示し、（ｂ）は、検
出後の状態を示し、（ｃ）は、この検出後に検出可能な状態に復帰させた状態を示す。
【符号の説明】
１　検出装置　　　　　　　　　　　　２　杭
３　検出部　　　　　　　　　　　　　４　光ファイバ
５　ワイヤ　　　　　　　　　　　　　６Ａ　伝送損失発生機構
６Ｂ　伝送損失復帰機構　　　　　　　７　調節機構
８　伝送損失測定器　　　　　　　　１０ａ　ケースの底板
１１　プーリ　　　　　　　　　　　１２　ロッド
１３　付勢機構　　　　　　　　　　１３ａ　定荷重ばね
１４　伸張機構　　　　　　　　　　１５　右方向引っ張り用ワイヤ部材
１６　左方向引っ張り用ワイヤ部材　１８　ボルト部材取付け用ブラケット
２０　ボルト部材　　　　　　　　　２１ａ，２１ｂ　ボルト部材用ナット部材
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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